
神奈川県スポーツ少年団リーダー会会則 

 
 
（総 則） 
第１条 本会は、神奈川県スポーツ少年団リーダー会と称する。 
 
（目 的） 
第２条 本会は日本スポーツ少年団リーダー制度に基づき、神奈川県スポーツ少年団のリーダーが相互に
協力し合い、友情を深め、自らの資質の向上に努めるとともに、神奈川県スポーツ少年団の発展に寄与
することを目的とする。 

 
（事 業） 
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 (1) 会員の友情を深めるための活動 
 (2) 会員の資質向上のための研修会 
 (3) スポーツ少年団リーダー講習会への参加 
 (4) スポーツ少年団の各種事業への参加と協力 
 (5) スポーツ少年団の広報活動 
 (6) その他前条の目的達成に必要な事業 
 
（会 員） 
第４条 本会会員は、少年団登録者の内、次のいずれかの推薦をうけた者とする。 
(1)  原則としてジュニア・リーダーの認定資格を有する者で、単位団代表者及び市町村スポーツ少年

団が推薦した小学 6年生以上２３歳以下の者。 
(2) 神奈川県スポーツ少年団本部が推薦した中学生以上２３歳以下の者。 

 
第５条 次の各項に該当し､役員会で承認されたとき本会員の資格を喪失する。  
 (1) スポーツ少年団の組織から退いた時。 
 (2) 本会の名誉を著しく損なうような行為をした場合。 
 (3) 当年度の会費納入を怠った場合。 
 (4) 退会を申し出た場合。 
 
（登 録） 
第６条 本会への登録は、次のように行う。  
 (1) 本会への登録は、所定の登録申込書により行う。 
 (2) 登録は毎年度これを更新するものとする。 
 
（役 員） 
第７条 本会に次の役員をおく。 
 (1) 会 長 １ 名      (2) 副会長  若干名  
(3) 書 記 若干名     (4) 会計   若干名 
(5) 広 報 若干名     (6) 監 事   若干名 

 
第８条 本会役員選出は次のとおりとする。 

会長・副会長・書記・会計・広報・監事は総会において会員の中から推挙し、神奈川県スポーツ少年
団本部長が委嘱する。 

 
第９条 各役員の役職は次のとおりである。 
 (1) 会長は本会を代表し、会の運営にあたる。 
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故が起きたときはそその職務を代行する。 
 (3) 書記は本会活動内容を記録、保存し、必要事項を全員に伝達する。 
 (4) 会計は本会の会費その他の経費を経理し、必要に応じて会員にその状況を知らせる。 
 (5) 広報は本会の事業を遂行するために必要な広報活動をする。 
 (6) 監事は本会の会計を監査し、結果を報告する。 



 
第10条 本会役員の任期は次のとおりとする。 
 (1) 役員の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。但し再任を妨げない。 
 (2) 役員は任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 
 
（会 議） 
第11条 会議は以下のとおりとする。但し、決議事項は神奈川県スポーツ少年団本部の承認を得るものと
する。 

 (1) 総会は毎年１回以上開催し、会長がこれを召集しその議長を推挙する。 
 (2) 会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。 
 (3) 総会は、役員の改選、収支予算及び収支決算並びに事業計画及び事業報告の承認その他重要事項を

審議決定する。 
 (4) 役員会は、本会の目的を達成するための議案を協議し、推進にあたる。 
 
第12条 役員会は会長、副会長、書記、会計、広報をもって構成する。 
 
第13条 会議の議決は会員の過半数の同意を得て議決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。 
 
（会 計） 
第14条 本会の経費は、会費及びその他をもって充当する。 
 
第15条 本会の会費は、次のように定める。 
 (1) 小学生      ５００円（年額） 
 (2) 中学生    １，０００円（年額） 
 (3) 高校生    １，５００円（年額） 
 (4) 大学生以上  ２，０００円（年額） 
 
第16条 本会の会計年度は、４月１日から３月３１日までとする。 
 
（事務局） 
第17条 本会の事務局は、神奈川県スポーツ協会におく。 
 
（会則改正） 
第18条 本会の会則は、総会において会員の過半数の合意を得、神奈川県スポーツ少年団本部の同意があ
った場合に改正できる。 

 
 
   附 則 
 この会則は、平成６年４月１日より施行する。 
   附 則 
 この会則は、平成１２年４月１日より施行する。 
   附 則 
 この会則は、平成１６年６月１９日より施行する。 
   附 則 
 この会則は、平成１７年４月１日より改定施行する 
   附 則 
 この会則は、公益財団法人神奈川県体育協会の設立の登記の日（平成２４年４月１日）から施行する。 

附 則 
 この会則は、公益財団法人神奈川県スポーツ協会の設立の登記の日（令和２年４月１日）から施行する。 

附 則 
 この会則は、令和４年４月１日より施行する。 
  
 


